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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成23年7月14日(2011.7.14)

【公表番号】特表2010-528718(P2010-528718A)
【公表日】平成22年8月26日(2010.8.26)
【年通号数】公開・登録公報2010-034
【出願番号】特願2010-510509(P2010-510509)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   2/16     (2006.01)
   Ｇ０２Ｃ   7/06     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ   2/16    　　　　
   Ｇ０２Ｃ   7/06    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  13/00    　　　　
   Ｇ０２Ｂ   5/18    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年5月30日(2011.5.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の回折領域と、
　第１の回折領域とは異なる大きさの力を有する第２の回折領域と、
を含むＩＯＬであって、
　前記第１の領域は、そこを通過して投影される第１の選択波長における実質的にすべて
の光を、単一の零次ではない回折次数に回折するように構成され、
　前記第２の領域は、そこを通過して投影される第２の選択波長における実質的にすべて
の光を、単一の零次ではない回折次数に回折するように構成される、
ＩＯＬ。
【請求項２】
　そこを通過して投影される第３に選択される波長における実質的にすべての光を、対応
する単一の零次ではない回折次数に回折するように構成された、前記第１および前記第２
の領域とは異なる大きさの力を有する第３の回折領域をさらに含むことを特徴とする請求
項１記載のＩＯＬ。
【請求項３】
　前記第１の領域および前記第２の領域が、対応する一次の回折次数に光を投影すること
を特徴とする請求項１記載のＩＯＬ。
【請求項４】
　前記第１および第２の領域が同心円状に配置されることを特徴とする請求項１記載のＩ
ＯＬ。
【請求項５】
　前記ＩＯＬが１つ以上の支持部を含むことを特徴とする請求項１記載のＩＯＬ。
【請求項６】
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　前記ＩＯＬが、シリコーン、ＰＭＭＡ、折り畳み可能な親水性のアクリル、および折り
畳み可能な疎水性のアクリルのうち少なくとも１種類を含む材料で作られることを特徴と
する請求項１記載のＩＯＬ。
【請求項７】
　前記第１および第２の領域と同心円状に存在する第３の領域をさらに含み、前記第１の
領域、前記第２の領域、および前記第３の領域が短焦点および遠焦点の交互領域を形成す
ることを特徴とする請求項４記載のＩＯＬ。
【請求項８】
　前記第１の選択波長および前記第２の選択波長が、可視スペクトルにおける実質的に同
一の波長であることを特徴とする請求項１記載のＩＯＬ。
【請求項９】
　前記第１の選択波長および前記第２の選択波長が、可視スペクトルにおける同一の波長
であることを特徴とする請求項１記載のＩＯＬ。
【請求項１０】
　前記同一の波長が約５５５ｎｍであることを特徴とする請求項１記載のＩＯＬ。
【請求項１１】
　前記第１の選択波長が、最大感度が生じる波長であり、
　前記第１の領域が、前記第１の選択波長におけるピーク回折効率を有し、かつ、より短
いまたはより長い波長の光を低効率で回折させるように設計される
ことを特徴とする請求項１記載のＩＯＬ。
【請求項１２】
　ＩＯＬの第１の回折領域および第２の回折領域上に、選択波長の光を投影する工程であ
って、前記第１の領域が第１の回折屈折力を有し、前記第２の領域が前記第１の回折屈折
力とは異なる大きさの第２の回折屈折力を有する工程と、
　前記第１の領域上に投影された第１の選択波長の実質的にすべての光を、単一の零次で
はない回折次数に回折する工程と、
　前記第２の領域上に投影される第２の選択波長の実質的にすべての光を、単一の零次で
はない回折次数に回折する工程と、
を有してなる、方法。
【請求項１３】
　前記第１の選択波長および前記第２の選択波長が、可視スペクトルにおける実質的に同
一の波長であることを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の選択波長および前記第２の選択波長が、可視スペクトルにおける同一の波長
であることを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１５】
　前記同一の波長が約５５５ｎｍであることを特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の選択波長が、最大感度が生じる波長であり、
　前記第１の領域が、前記第１の選択波長におけるピーク回折効率を有し、かつ、より短
いまたはより長い波長の光を低効率で回折させるように設計される
ことを特徴とする請求項１２記載の方法。
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